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平 成 2 5 年 

三重県議会定例会会議録 

第 21 号 

○平成25年９月19日（木曜日） 

                                    

議事日程（第21号） 
平成25年９月19日（木）午前10時開議 

第１  議案第128号から議案第140号まで並びに認定第１号から認定第４号

まで 

    〔質疑、委員会付託〕 

                                    

会 議 に 付 し た 事 件 
日程第１  議案第128号から議案第140号まで並びに認定第１号から認定第
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午前10時０分開議 

 

開          議 

○議長（山本 勝） ただいまから本日の会議を開きます。 

 

諸 報 告 
○議長（山本 勝） 日程に入るに先立ち、報告いたします。 

 ９月13日までに受理いたしました請願８件は、お手元に配付の文書表のと

おり所管の常任委員会に付託いたしますので、御了承願います。 

 以上で報告を終わります。 

                                    

 

 

 

 

 

 



－1060－ 

請 願 文 書 表 

 健康福祉病院常任委員会関係 

受理 
番号 

件  名  及  び  要  旨 提出者・紹介議員
提出された
定 例 会

請 

32 

（件 名） 

 保育士修学資金貸付事業及び保育士研修等事業

の実施を求めることについて 

 

（要 旨） 

 今後ますます利用数の増加が見込まれる保育所

において、保育士の人材確保及び就業の継続化、

又資質や専門性の向上をはかるために、保育士を

目指す学生に対する就学資金の貸付制度を創設す

ることと、保育士研修事業の充実を求める。 

 

（理 由） 

 昨今の我が国における子育てを巡る状況は、止

まらない少子化をはじめとして、保護者による虐

待の問題、家庭の貧困化の問題や共働き世帯の増

加に伴う待機児童問題など様々な課題を抱えてい

る。 

 国ではこうした諸問題を解決するために、新た

な子育て支援策として「子ども子育て関連３法」

を制定し、今年度からその具体的運用に関する検

討が始まった。その中で認定こども園制度の充実

や地域型子育て給付の創設などの新たな制度と並

び、これまで保護者への就労支援や子育て支援等

を進めてきた保育所が引き続きその役割を担って

いくことが認められた。これまで「保育を必要と

する子ども」を預かってきた保育所であるが今後

は、「保育を必要とする親」が適切な保育サービ

スを受けることができるようになり、今後も保育

所の利用希望者が増加することが予想される。 

 そういった状況のもと、保育現場では日々の保

育に追われる中で、保育士の人材確保や保育士の

質の向上、就業継続等をどう進めていくかが課題

となっている。特に三重県においては保育士養成

校の減少や学生数の減少、保育士の処遇の低さな

どが影響してか、保育士を志す若者の数が現場で

必要とする数に追いつかなくなってきている。

又、養成校の学生においては、経済的事情から学

業を志半ばであきらめてしまうという状況も生ま

れている。そんな中、政府は「安心こども基金」

の中で保育士修学資金貸付事業及び保育士研修等 

津市桜橋２丁目131

三重県社会福祉会館内

三重県保育協議会 

 会長 森本 敏子

     ほか６名

 

（紹介議員） 

 藤 根 正 典 

 大久保 孝 栄 

 中 西   勇 

 小 野 欽 市 

 小 林 正 人 

 今 井 智 広 

 藤 田 宜 三 

 稲 垣 昭 義 

 服 部 富 男 

25年９月
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事業を創設し、３／４及び１／２の国庫補助を行

なう制度を用意した。しかしながら三重県におい

ては、県負担部分の財政不足のため採用が見送ら

れている。三重県における少子化事業の重要施策

として、今後も増加が見込まれる保育需要に対応

し、待機児童を解消していくために、又、保育を

必要とするすべての子どもたちが質の高い保育を

受けられる環境を保障するためにもどうか、養成

校学生に向けた修学資金貸付事業の実施と、働く

保育士がその資質や専門性を向上する機会がより

一層保障されるように、また、保育士の就業継続

化、潜在保育士の再就職がしやすくなるような内

容の支援なども含めた保育士研修等事業も合わせ

て実施いただくようお願い申し上げる。 

 

 

請 

33 

（件 名） 

 障がい者入所施設の拡張（新設）とさらなる質

の向上を求めることについて 

 

（要 旨） 

 三重県議会の皆様に、政府・国会に向け以下の

要望事項を実現するための意見書提出をお願いす

るとともに、障がい者の現状及び入所施設の在り

方・その必要性にご理解をいただき、障がい者入

所施設の新設・増設にお力添えを賜るよう何卒よ

ろしくお願い申し上げる。 

 

１ 自立した生活が難しい重度の障がい者の生活

の場の確保。 

２ 継続的なケアを必要とする障がい者に十分な

介護サービスを提供。 

３ 高齢化が進む障がい者の保護者や家族が安心

できる仕組み。 

 

（理 由） 

 三重県議会の皆様には平素より障がい者の方々

の自立した生活・社会への参加・差別のない社会

づくり、さらにはご家族（保護者）の将来への不

安や要望も含め深いご理解を賜り日々真摯に議会

運営に取り組んでいただいていることに心から敬

意を表すとともに厚く御礼申し上げる。 

 三重県内の知的障がい者入所現待機数は480名

と年々増加している一方で、行政の方針は地域生

活移行・グループホームやケアホームでの自立し

た生活に進んでいる。しかしながら、在宅・地域

生活・グループホーム及びケアホーム等における 

津市久居北口町2729

－8 

三重県知的障害者施

設保護者連合会 

 代表 伊藤 憲一

 

（紹介議員） 

 藤 根 正 典 

 大久保 孝 栄 

 中 西   勇 

 小 野 欽 市 

 小 林 正 人 

 今 井 智 広 

 藤 田 宜 三 

 稲 垣 昭 義 

 服 部 富 男 

 中 森 博 文 

25年９月
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自立した生活に適さない重度の障がい者にとって

は、「行き場がない」というのが現実である。

「断続的な介護では安心して生活ができない」と

きめ細かい生活介護を行うことができる入所施設

を必要とする待機者やその家族からの相談も数多

く受けている。入所施設の拡張・新設又は増設を

おこなうことが重度の障がい者や高齢化が進む家

族の不安を解決する手段だと考える。 

 心や身体に障がいを持つ方々は自立した生活を

し、社会への参加を行い、通常の経済活動を享受

して生涯を全うできるのであれば、地域生活への

移行やグループホームやケアホームでの生活の方

が社会的にもまた人としての尊厳ある生活にして

もそれは最もよい方法であると考える。しかし、

障がい者入所施設の拡張の必要性はそうした障が

い者の方を対象としているのではなく、もっと将

来に不安のある方々を対象としている。 

 入所施設に閉鎖的なイメージがあるとすればそ

れは誤った認識である。入所施設の生活介護は継

続的な24時間ケアによってその人なりの自立を促

進し、安全・衛生・健康管理・声掛け・話し合

い・娯楽・勉強・自然との関わり・地域とのふれ

あい・旅行・食事・栄養・排泄など利用者によっ

てそれぞれ異なる必要なケアを行うとともに入所

者同士の意思の疎通・助け合い・譲り合い等の社

会性を身に付け決して閉ざされた生活ではない。 

 こうした現状を考慮して頂き、何卒障がい者入

所施設の新設及び増設が出来る道を開拓して頂き

たくお願い申し上げる。 

 

 

請 

34 

（件 名） 

 介護職員の処遇改善を求めることについて 

 

（要 旨） 

 介護職員の賃金実態は、全労働者平均と比較し

てもおよそ３分の２程度で、10万円以上も低い実

態があり、国民の負担増にならない方法でその対

策を求める。介護職員の人材確保を図るため、下

記事項につき、地方自治法99条にもとづく国に対

する意見書決議していただけるよう請願する。 

 

１ 介護職員処遇改善制度を継続すること。 

２ 国の責任による予算増と賃金改善の施策負担

を行うこと。 

３ 介護職員処遇改善の対象職員を介護職員以外

の職種にも拡大すること。 

三重県津市船頭町

1721 

三重県医療労働組合

連合会 

 執行委員長 

    辻 まり子

 

（紹介議員） 

 藤 根 正 典 

 藤 田 宜 三 

 稲 垣 昭 義 

25年９月
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（理 由） 

 介護職員の処遇改善の取り組みとして、平成21

年10月から実施されていた介護職員処遇改善交付

金制度は、平成24年度介護報酬改定で、介護報酬

に組み込まれ、介護職員処遇改善加算として継続

されることとなった。しかし、この加算制度につ

いては「経過的な取り扱いとして、平成27年３月

31日までの間」とされている。 

 超高齢社会を迎えて、介護を担う介護職員の不

足は深刻で、離職者が依然として高い状況が続い

ており、介護事業者は介護職員の確保に苦慮して

いる。「介護崩壊」をくい止め、安心・安全の介

護を実現するためには介護職員確保に向け、賃金

改善などの処遇改善が不可欠である。 

 

 

請 

35 

（件 名） 

 安心・安全の医療・介護の実現と夜勤改善・大

幅増員を求めることについて 

 

（要 旨） 

 厚生労働省の「看護師等の『雇用の質』の向上

のための取り組みについて（６局長通知）」を実

効あるものにするためにも医療・社会保障予算を

先進国並みに増やし、持続可能な医療提供体制、

安全、安心の医療・介護の実現のための看護師等

の大幅増員・夜勤改善を図るため、下記事項につ

き、地方自治法99条にもとづく国に対する意見書

を決議して頂けるよう請願する。 

 

１ ＩＬＯ看護職員条約・勧告・ＥＵ労働時間指

令などの国際基準に照らし、看護師など夜勤交

替制労働者の労働時間を１日８時間、週32時間

以内、勤務間隔12時間以上とし、労働環境を改

善すること。 

２ 医師・看護師、介護職員などを大幅に増員す

ること。 

３ 医療・介護労働者の夜勤改善・大幅増員で、

安全・安心の医療・介護を実現すること。 

 

（理 由） 

 厚生労働省は2011年６月17日「看護師等の『雇

用の質』の向上のための取り組みについて」の通

知を発出したが、その中で「看護師等の勤務環境

の改善なくして、継続可能な医療提供体制や医療

安全の確保は望めない。夜勤交替制労働者の勤務

環境改善は喫緊の課題」としている。さらに、

三重県津市船頭町

1721 

三重県医療労働組合

連合会 

 執行委員長 

    辻 まり子

 

（紹介議員） 

 藤 根 正 典 

 藤 田 宜 三 

 稲 垣 昭 義 

25年９月
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2013年２月８日には、医師、看護職員、薬剤師な

どの医療スタッフが健康で安心して働ける環境を

整備するため「医療分野の雇用の質の向上のため

の取り組みについて」を発出し、看護等に対する

取り組みを医療スタッフ全体に拡大させ、取り組

みを推進している。 

 今後、少子化社会が到来する中で、医療・介護

の「崩壊」の現状から「再生」へと進むために

は、医師、看護師、介護職員などの医療・福祉労

働者の深刻な人手不足を早急に解消することが不

可欠であり、看護師等の夜勤・交替制労働者の大

幅増員と働き続けられる夜勤改善をはじめとする

労働環境改善が不可欠である。 

 

 

 

 教育警察常任委員会関係 

受理 
番号 

件  名  及  び  要  旨 提出者・紹介議員
提出された
定 例 会

請 

36 

（件 名） 

 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を

求めることについて 

 

（要 旨） 

 義務教育費国庫負担制度が存続、充実され、国

の責務として必要な財源が確保されるよう決議い

ただき、国の関係機関に意見書を提出いただくよ

うお願い申し上げる。 

 

（理 由） 

 義務教育費国庫負担制度は、義務教育の根幹で

ある「無償制」「教育の機会均等」「教育水準の

維持向上」を保障するため、国が必要な財源を保

障するとの趣旨で確立されたものである。 

 これまで2004年の三位一体改革や2010年の地域

主権改革においても、義務教育費国庫負担制度の

堅持や一括交付金化の対象外とすることが明らか

にされてきたが、改革によるこの制度への影響を

今後も注視する必要がある。 

 1950年に地方自治をすすめるという観点から義

務教育費国庫負担制度は廃止、一般財源化された

が、その後、児童一人あたりの教育費に約２倍の

地域間格差が生じた結果、1953年に義務教育費国

庫負担制度は復活した。しかし1985年以降、再び

義務教育費国庫負担金の一般財源化がおしすすめ

られ、2006年からは国庫負担率が３分の１に縮減 
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されている。 

 現在、義務教育費国庫負担金の対象外である教

材費、旅費、高校教職員の給与費は、地方交付税

として一般財源のなかにくみこまれている。しか

し、地方財政が厳しくなり、1985年に一般財源化

された教材費は、国が定めた基準に対して実際に

各地方で予算措置された比率（措置率）が年々低

下している。2007年度における措置率の全国平均

は65.3％（三重県49.0％、東京都164.8％、秋田

県26.9％）となっており、地域間格差もひろがっ

ている。 

 未来を担う子どもたちの「豊かな学び」を保障

することは、社会の基盤づくりにとって極めて重

要なことであり、その時々の地方財政状況に影響

されることのないよう、義務教育費国庫負担制度

の存続と更なる充実が求められる。 

 

 以上のような理由から、義務教育費国庫負担制

度の存続と更なる充実を強く切望するものであ

る。 

 

 

請 

37 

（件 名） 

 「教職員定数改善計画」の着実な実施と教育予

算拡充を求めることについて 

 

（要 旨） 

 子どもたちの「豊かな学び」の保障にむけ、

「教職員定数改善計画」の着実な実施と教育予算

の拡充をおこなうよう決議いただき、国の関係機

関に意見書を提出いただくようお願い申し上げ

る。 

 

（理 由） 

 三重県では、2003年度から小学校１年生の30人

学級（下限25人）が実施されており、その後も小

学校２年生の30人学級（下限25人）、中学校１年

生の35人学級（下限25人）と他学年への弾力的運

用等、拡充している。少人数学級が実施されてい

る学校では、「子どもたちが活躍する場が増え

て、ますます意欲的になった」「子どもの話を

じっくり聞くことができる」等の保護者、教職員

の声があり、大きな成果をあげている。 

 一方、国においては、2011年４月の「義務標準

法」改正により、小学校１年生の35人以下学級が

実現し、2012年には、法改正による引き下げでは

ないものの、小学校２年生への実質的な拡大が実 
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現した。しかし、2013年度は、文科省が2012年９

月に策定した「新たな教職員定数改善計画案」に

基づき概算要求がなされたものの、新たな学年へ

の35人学級の拡充は措置されなかった。また、教

育課題に対応するための定数改善も不十分である。

 2010年における日本の教育機関に対する公財政

支出の対ＧＤＰ比は3.6％で、経済協力開発機構

（ＯＥＣＤ）加盟国中、データ比較が可能な30カ

国において、４年連続で最下位であった。今回は

2010年度から実施されている「高校無償化」が初

めて反映された数値であったが、加盟国平均の

5.4％に遠く及ばなかった。2013年６月に閣議決

定された第２期教育振興基本計画でも、同年４月

の中教審答申から後退し、「ＯＥＣＤ諸国など諸

外国における公財政支出など教育投資の状況を参

考とし」という表現にとどめられた。 

 山積する教育課題の解決をはかり、未来を担う

子どもたち一人ひとりを大切にした教育をすすめ

るためには、学級編制基準の更なる引き下げや教

育条件整備のための教育予算の拡充が必要であ

る。 

 

 以上のような理由から、「教職員定数改善計

画」の着実な実施と教育予算の拡充を強く切望す

るものである。 

 

 

請 

38 

（件 名） 

 保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制

度の拡充を求めることについて 

 

（要 旨） 

 保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制

度が拡充するよう決議いただき、現行の奨学金制

度等の県の事業の拡充とともに、国の関係機関に

意見書を提出いただくようお願い申し上げる。 

 

（理 由） 

 近年の厳しい経済・雇用情勢は、子どもたちの

くらしや学びに大きな影響を与えている。 

 2011年度文部科学白書は、「社会のセ－フティ

ネットとしての教育の重要性がますます高まって

いる」として、誰もが充実した教育を受けられる

よう、子どもや保護者の経済的負担に対して社会

全体で支えていくことの重要性を指摘している。 

 一方、2010年度における、一般政府総支出に占

める公財政教育支出の割合は9.3％であり、経済
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協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国32カ国中31位と

なっている（ＯＥＣＤ平均13.0％）。他方、日本

のすべての教育支出に占める私費負担の割合は

29.8％で、ＯＥＣＤ平均の16.4％を大きく上回っ

ている。 

 このようななか、「高校無償化」をはじめ、

「奨学金の改善」「就労支援の充実」等の施策が

すすめられてきた。2012年には、高校生に対する

奨学金事業について、低所得世帯や特定扶養控除

見直しによる負担増に対応する制度改正がおこな

われた。また、2013年６月19日には、「子どもの

貧困対策の推進に関する法律」が成立し、国およ

び地方公共団体は「就学の援助、学資の援助、学

習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育

に関する支援のために必要な施策を講ずるものと

する」とされた。 

 しかし、保護者の負担が十分に軽減されたわけ

ではない。就学援助を受ける子どもは年々増加を

続け、2011年度は全国で157万人(15.6％)となっ

ている。三重県においても17,197人（11.1％）

で、約９人に１人となっている。高等学校段階に

おいては、授業料は無償となったものの、入学

料・教材費等の保護者負担は重く、「学びたくて

も学べない」という状況は依然大きな課題であ

る。そのため、「高校無償化」制度の充実をはじ

め、「給付型奨学金の創設」等、いっそうの支援

策が求められている。 

 

 以上のような理由から、すべての子どもたちの

学ぶ機会を保障するため、保護者負担の軽減と就

学・修学保障制度の拡充を強く切望するものであ

る。 

 

 

請 

39 

（件 名） 

 防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校

安全対策の充実を求めることについて 

 

（要 旨） 

 子どもたちの安心・安全を確保するため、巨大

地震等の災害を想定した防災対策の見直しをはじ

め、総合的な学校安全対策をおこなうよう決議い

ただき、国の関係機関に意見書を提出いただくよ

うお願い申し上げる。 

 

（理 由） 

 2012年８月29日、内閣府に設置された「南海ト 
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ラフの巨大地震モデル検討会」は、第２次報告と

して、南海トラフで発生する巨大地震による津波

高および浸水域等の推計結果を公表した。これに

よると、三重県鳥羽市では津波が最大27ｍ、尾

鷲・熊野市では最短４分で第一波が到達などと

なっている。また、最大の死者数は約43,000人と

され、三重県が2005年にとりまとめた想定約

4,800人を大きく上回るものとなった。2013年５

月28日に国の中央防災会議の作業部会が発表した

南海トラフ巨大地震対策の最終報告では、ハード

面の整備にくわえ、防災教育をはじめとする「事

前防災」等の対策を具体的に実施すべきとしてい

る。 

 このようななか、三重県では学校の耐震化が着

実にすすめられており、2013年４月現在の耐震化

率は小中学校が97.5％、高校は99.3％、特別支援

学校は100％となっている。また、学校防災機能

を強化するために、防災用毛布等の備蓄や防災機

器の整備等がすすめられている。 

 一方、2012年９月４日、文科省は「学校施設に

おける天井等落下防止対策の推進に向けて（中間

まとめ）」を公表し、公立学校施設の屋内運動場

等の天井等の総点検を可能な限り2013年度中、遅

くとも2014年度までに、落下防止対策については

2015年度までの速やかな完了を要請している。ま

た、三重県教育委員会の調査によると、2013年２

月現在、公立小中学校と県立学校のうち、校内の

備品等転倒落下防止対策が「できている」「おお

むねできている」は72.1％、校内のガラス飛散防

止対策が「できている」「おおむねできている」

は35.7％となっており、「非構造部材」の対策は

遅れている。 

 学校は、子どもたちをはじめ多くの地域住民が

活動する場であり、地域の拠点である。災害時に

は県内の公立学校の91.9％が避難場所となる等、

重要な役割を担っている。その安全確保は極めて

重要であり、当面、早期の耐震化率100％達成が

急がれる。また、学校・家庭・地域が連携して災

害から子どもを守る必要があり、巨大地震等の災

害を想定した防災対策の見直しや充実が急務であ

る。 

 さらに、近年、登下校中における交通事故や傷

害事件、不審者による声かけやつきまとい等、子

どもたちが被害者となる事案があとを絶たない。

三重県は「学校安全推進事業」を実施し、子ども 
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の防犯意識、危険予測、回避能力を高めるための

実践的な防犯教育のとりくみをすすめているが、

子どもたちの安全・安心の確保にむけ、学校内外

で子どもの命や安全をどう守るか、総合的な学校

安全対策を充実させなければならない。 

 

 以上のような理由から、巨大地震等の災害を想

定した防災対策の見直しをはじめ、総合的な学校

安全対策の充実をすすめることを強く切望するも

のである。 

 

 

                                    

質          疑 

○議長（山本 勝） 日程第１、議案第128号から議案第140号まで並びに認定

第１号から認定第４号までを一括議題とし、これに関する質疑を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。２番 田中智也議員。 

   〔２番 田中智也議員登壇・拍手〕 

○２番（田中智也） おはようございます。新政みえ所属、四日市市選出の田

中智也でございます。ただいま議長のお許しをいただきましたので、議案質

疑を行いたいと思います。 

 議案質疑に入る前に、さきの台風18号、全国でも大変大きな被害が出てお

りますし、三重県においても、行方不明の方、親子の方２名をはじめとする

人的被害、住宅被害、様々大きな被害が出ております。行方不明の方の御家

族におかれましては、その心中たるやということで、私も非常に心配をして

おります。現在、警察、消防のほうで必死の捜索をしていただいておるよう

ですけれども、一日も早く見つかることをお祈り申し上げております。 

 こういうケースを見さしていただきますと、我々議会としても、風水害に

対する対策はさらに議論を深めて、県民の安全・安心のために尽くしていか

なければならないというふうに改めて思っている次第でございます。 

 さて、議案質疑でございます。今回上程をされました議案第128号平成25

年度三重県一般会計補正予算（第４号）に関する質疑でございますけれども、

私のほうからは、健康福祉部関係分として増額をされました12億2132万円の

部分についてお聞かせいただきたいというふうに思います。 
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 大きくは３点でございます。 

 まず１点目、在宅医療推進事業費についてであります。 

 この在宅医療費推進事業費ということで、2300万円の増額がなされており

ます。市町が実施をする在宅医療提供体制の構築等に向けた取組を支援する

というふうにさきの議案聴取会では部長のほうから御説明をいただいたとこ

ろでございますが、市町の実施予定箇所はということについてお伺いしたい

というふうに思います。 

 また、その受け皿について、できているのかということです。在宅医療に

ついては、本県についても推進していかなければならんというふうには思っ

ているんですけれども、なかなか受け皿ができておりません。そのあたりを

関係市町、どの市町でどうやってつくっていくのかということについてお伺

いしたいというふうに思います。 

 それから、その使途についての制限、使い勝手がいいかということです。

このことについてもお伺いをしたいと思います。市町の判断とか裁量はどれ

ぐらいあるのかということでございます。少し聞かせていただいたところに

よりますと、市町、基礎自治体としては、まず、窓口スタッフ、そこら辺の

人件費に使いたいなというところがあるようですので、このあたりの市町の

裁量についてもお伺いしたいと思いますし、また、この事業の継続性、まだ

まだ必要でございますので、どうやって続いていくのかということについて

もお伺いをしたいというふうに思います。これがまず１点目でございます。 

 ２点目、医師確保対策事業費ということでございまして、600万円の増額

がなされております。市町が実施する医師確保に資する寄附講座を設置する

取組を支援するということになっております。 

 これまでも、県下各地で医師不足が深刻でございますので、寄附講座を設

置して地域医療を確保しようという県の取組、非常にありがたく感じている

ところでございますけれども、これについても、600万円ということですの

で、それほど大きくないのかなというのが率直な感想でございまして、ここ

の、どういうふうに、どこへということをお伺いしたい。 
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 これまでもいろいろ寄附講座を設置していただいておりますけれども、こ

れらの寄附講座は今後どうなっていくのか、終了後どうなるのかということ

についてもお教え願いたいなというふうに思います。 

 それから、地域医療再生臨時特例基金積立金ということで、今回、11億

9232万円ということで、大きな額を基金に積んでいただいておりますけれど

も、これもさきの議案聴取会の中では、災害医療対策や、そして、今回事業

化されている医師確保を推進するためというふうに聞かせていただいたんで

すけれども、今回、災害医療対策の部分について計上がされていないように

思いますので、このあたりのところはどうしていくのかということですね。

地域医療再生計画積み増し分ということで、資料は少し見させていただいて

おるんですけれども、どの部分について、残った額というか、基金で残って

いる部分については、災害医療対策をどうしていくのかについてお伺いした

いというふうに思います。 

 この３点について、よろしくお願いいたします。 

○健康福祉部医療対策局長（細野 浩） 地域医療再生特例基金の活用、主に

３点でございますけれども、全体像を含めて答弁申し上げます。 

 まず、今回の地域医療再生基金を活用しまして、県としては、地域医療再

生計画、平成25年度策定分として取りまとめました。中身は、３点申してい

ただいた災害医療、医師確保対策、在宅医療、これを柱として構成しており

ます。 

 そして、まず第１点目の在宅医療でございます。 

 これは、介護と連携した在宅医療の体制整備を進めるということで、具体

的には、市町においてやっていただくわけですけれども、市町が郡市医師会

等と連携して、在宅医療提供体制の構築に向けた総合的な取組に対する支援、

あるいは、郡市医師会による在宅医療普及啓発、それから、訪問看護ステー

ションの機能強化とか連携推進、小児在宅医療支援のネットワークの構築と

か研修、それから、在宅歯科保健医療の推進等に取り組むということで組ん

でおります。 
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 今回の補正予算に計上しております事業によりましての支援する市町です

けれども、桑名市、四日市市、松阪市、鳥羽市、志摩市、名張市、伊賀市、

この７市でございます。これらの市につきましては、24時間対応可能な在宅

医療、介護提供体制の構築に向けた事業に取り組むということで上がってき

ております。 

 ほかの市町につきましても、まずは多職種の顔の見える関係構築を目指し

た取組とか支援をすることとしておりまして、これらの市町との調整を現在

行っているところでありまして、いずれにしましても、全県的に取り組むこ

ととしておるというところでございます。 

 市町の組み立てる事業ですので、かなり裁量的には独自のいろいろ工夫を

凝らした市町の取組に財政支援をするというふうにしております。 

 ２点目の医師確保対策についてでございます。 

 今回の計画の中では、医師修学資金の貸与制度、この貸与枠を一定確保す

るということ、それから、医師の確保、定着に取り組む地域医療支援セン

ターの取組を加速させるために専門医や指導医の養成につなげるという体制

の整備、取組に支援をしていくということです。 

 具体的には、先ほど申し上げました若手医師の確保、県内定着ということ

で、医師修学資金の貸与制度の運用、これは継続ですが、もう１点、研修病

院等の魅力向上支援というのも継続事業として取り上げていきます。 

 それから、寄附講座の関係ですけれども、これは専門医や指導医の養成に

つなげるということで、三重大学への寄附講座の設置、あるいは市町が設置

する医師確保に資する寄附講座の設置支援、それから、バディ・ホスピタ

ル・システムといいまして、県内都市部の医療機関から医師不足地域の医療

機関へ医師派遣を行う、こういったシステムへの診療支援等々に取り組んで

いくこととしております。 

 寄附講座につきまして、県が支援を行う予定の市町設置の寄附講座ですけ

れども、新規としましては、伊勢市が設置しますリハビリテーション科に係

る寄附講座、それから、四日市市が設置します児童精神科に係る寄附講座、
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この二つが新規として要望が上がっております。また、継続としましては、

名張市、伊賀市が平成26年度以降も継続して設置するということで出ており

ますので、今後出していくということです。 

 これらの事業のうち、今回補正予算に上げさせていただいたのは、10月に

寄附講座の設置を予定しております伊勢市が話がまとまっておるということ

で、この伊勢市への支援分、600万円を計上したところでございます。 

 四日市市、それから三重大学等への設置については、関係機関と調整が整

い次第、改めて補正予算等に計上していくところです。 

 それから、３点目の災害医療対策についてでございます。 

 この災害医療対策につきましては、発生が危惧されます南海トラフを震源

とする地震、これによりまして県内においても甚大な被害が想定されるとい

うことで、こういったことに対応する災害医療対策を講じていくこととして

おります。 

 それで、今回、計画の中では、災害拠点病院の整備、それから災害派遣医

療チーム、ＤＭＡＴの体制強化とか、それから災害医療コーディネーターの

体制整備とか、そういったことに取り組むとしておりまして、具体的には、

災害拠点病院の体制整備などでは、自家発電装置の増設や診療設備・資機材

等の整備、それからＤＭＡＴの体制整備とか、津波被害が想定されます広域

搬送拠点臨時医療施設、ＳＣＵの代替地における資機材の整備とか、災害拠

点病院を補完する災害医療支援病院における資機材等の整備、こういったこ

とも予定しております。 

 これらの事業につきましては、御指摘のとおり、今回補正予算には計上し

ておりませんが、関係機関と現在も調整を進めており、調整が整い次第、改

めて予算計上をしていくという考え方でございます。 

 いずれにしましても、今回積み増ししました再生基金の臨時特例基金を活

用しまして、災害医療、在宅医療等々、課題解決のための対策に取り組んで

いくという考えでおります。 

 以上でございます。 
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   〔２番 田中智也議員登壇〕 

○２番（田中智也） 教えていただきましたけれども、災害医療対策のほうは、

この基金はどれぐらいまでにというのは、平成25年度末ですか。 

○健康福祉部医療対策局長（細野 浩） 今回の再生計画は、平成25年度から

平成27年度まで３カ年活用するという予定で、新規の事業につきましては、

今年度中に着手をするというふうに定められておりますので、継続事業は来

年度の予算計上になりますし、在宅医療につきましても、今年度、来年度に

またがってということで、当面、今年度の計上というふうになっております。 

 以上です。 

   〔２番 田中智也議員登壇〕 

○２番（田中智也） そうすると、平成25年度内に、災害医療、医師確保、在

宅医療、いずれの事業についても新規については今年度中に始めていけば

オーケーと、あとは継続で平成27年度まで使えるということだというふうに

理解をさせていただきました。 

 いずれの課題につきましても、本当に県民にとって重要な部分ですので、

県民の暮らしの根幹にかかわる部分であるというふうに思いますし、とりわ

け在宅医療については大変懸念をいたしておりまして、もちろん、受け皿、

医療提供体制側のいろんな体制整備も必要なんですけれども、県民の意識の

問題も非常に大きな課題ではないかなというふうに感じています。このあた

りについては、ハード面や各市町の事業を支援するという形だけではなくて、

県も自らが、県民の皆さんに在宅医療を推進していくために必要な知識です

とか、様々な、こういうところを見ていただくといいですよとかいう啓発の

部分にさらに取り組んでいただきたいな、そのように感じております。 

 時間は少し残りましたけれども、以上で私の質疑を終了させていただきま

す。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（山本 勝） 19番 小野欽市議員。 

   〔19番 小野欽市議員登壇・拍手〕 

○19番（小野欽市） おはようございます。自民みらいの津市選出、小野欽市
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でございます。今日は、９月の会議の議案質疑をさせていただきますので、

よろしくお願いします。 

 冒頭に、さきの台風18号、三重県内にも大きな爪跡を残していきましたけ

れども、被害に遭われた皆様方に心よりお見舞いを申し上げますとともに、

県行政としても、不眠不休の態勢で対処された県警をはじめ県職員の皆さん

に深く敬意を表したいと思います。また、今回の台風の状況に鑑みて、県土

整備部等、もろもろ考えるところもあろうかと存じますけれども、今後の災

害防止の観点から十分に今後また検討されて、生かすべき点の確認をよろし

くお願い申し上げておきます。 

 さて、議案第129号及び第139号に関する質疑をさせていただきます。この

議題は、福祉医療費助成金の不支給に係る補償についてという件ですが、こ

の件については、去る７月に当局から記者発表がなされております。内容と

しては、過去５年間にわたって、患者の皆さんにかわって発行されるべき三

重県立こころの医療センターから各市町への領収証明書が未提出であったこ

とが患者の側から指摘がありまして、各市町から患者の皆さんに福祉医療費

の助成金が支給されていないことが明らかになって、その後、精査をし、こ

のたびの議案において不支給分を是正しようというものであります。 

 さて、この原因として今説明をしていただいておりますのは、この医事電

算システムが平成20年１月に診療報酬のオンライン請求に対応するために導

入をされたものであって、そのシステムの操作ミス等が今回の事案の起因と

されております。 

 しかし、その原因の中に、システムの管理業務として、ＴＭＣという業者

ですが、任せた事業に対する県当局の監督責任はないのか。具体的に、この

５年間は月間約240名ほどの患者記録と各市町への領収証明書の突合もして

いなかったということですが、このシステム導入以前は突合作業は職員の手

でなされていたと伺っております。まず、このことについて病院事業庁のお

考えを伺いたいと思います。 

○病院事業庁長（大林 清） まず、このたび、患者の皆様、その御家族の皆
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様には大変御迷惑をおかけしたこと、そしてまた、県民の皆様には県立病院

への信頼を損ねるということで、本当に大変申しわけなく思っております。 

 それと、今回のこの御指摘、御質問いただいております案件、福祉医療費

助成金の申請に係る事務手続のミスによって、110人の方に支給のミス、漏

れがあったという事案でございます。御質疑いただきましたように、平成20

年１月に医事電算システムを更新したことに伴って事務処理手順が変わって、

新しいシステムに対する認識不足、操作ミス、そういったものが重なって今

回のこの事案というふうになったものでございます。 

 基本的に、このこころの医療センターのほうでは、受付とか診療報酬に係

る事務、医療事務につきましては、民間事業者のほうに委託しておりまして、

この福祉医療費助成金に係る事務も委託をさせていただいております。そう

した意味合いでは、今回の事案につきまして、その委託事務をしっかりと遂

行していただけなかったことが一つの原因だというふうに思っておりますが、

議員御指摘のように、その委託業務を発注しておりますのは県のほうでござ

いますので、当然、そうした中で５年間も気づかなかったことについては県

としても申しわけなく思っておりますし、責任も感じておるところでござい

ます。 

 これまでは職員のほうでチェックしていたという御指摘ですけれども、た

だ、この電算システムが変わったことによりまして、そういう業務に変わっ

たという仕様書も提案させていただいて、県としては、業者にそういう手続

チェックも含めてお願いをしていたという認識でございます。 

   〔19番 小野欽市議員登壇〕 

○19番（小野欽市） お答えをいただきましたが、今の御答弁の程度の認識で、

今御説明があった程度の事務事業もできないほど、この現場というのは県職

員の業務が煩雑なのかどうか非常に疑問に思いますし、また、過去にはこの

ような類似のケースがあったのかどうか問い合わせをしましたら、紙ベース

での記録さえないような状況である。また、そのことも病院事業庁への報告

もない、当局から聞き取りでわかっております。 
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 この点はもう一度病院事業庁にお伺いしますが、どんなふうにお考えにな

りますか。 

○病院事業庁長（大林 清） 御指摘いただきましたように、今回のことで確

認をとりましたら、過去数件、やはりそういう不支給の問い合わせがあった

ということを確認しました。ただし、それは、その問い合わせがあったとき

にさかのぼって支給したということで、特にその時点で問題視をしなかった

ということも確認をさせております。 

 ただ、今思えば、５年間にわたって今回のこの事案、不支給という事実が

ございますので、そのときに少し職員側のほうにも気づきといいますか、も

う少し問題を掘り下げて、じゃ、ほかの事例は大丈夫かなというようなこと

の検討がなされておればという思いはいたします。そういった意味合いで、

今後こういったことが、委託業者のほうにも注意喚起はいたしますけれども、

県のほうでもそういう問題意識を持つとか、そういう対応能力を高めていく

必要があるのかなというふうに認識をしておるところでございます。 

   〔19番 小野欽市議員登壇〕 

○19番（小野欽市） 今、御答弁にもございましたが、本来行政として報告す

べきことについても報告がなされていなかった。ということは、この現場は、

職業としての公務員として認識すべき連絡、報告、相談、欠けている部分が

かなり大きいと思いますし、また、そのことをチェックすべき体制側も本当

に整っているのか、甚だ疑問に思うところもあります。 

 さらに、この業務委託をしている業者の人事管理上、５年間も事務事業へ

の習熟未達という理由がこの段階で成り立っているのかどうか、非常に疑問

を感じます。 

 県職員を配置して事業をやっておって、この業者の不備で済んでいってし

まうことが本当に正しいのかどうか、この点について当局の御答弁を求めた

いと思います。 

○副知事（植田 隆） 組織運営といたしまして、今年度から、個人に業務を

割り振るという考え方を組織に業務を割り振るという考え方に改めまして、
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組織内での責任体制、業務分担の明確化を図るとともに、課長補佐や班長と

いう職を設置することによりまして、組織としてのチェック機能を強化し、

業務の適正な実施に努めているところでございます。 

 事務処理のミスを防止するためには、このような組織的な機能強化に加え

まして、職員一人ひとりの気づきや意識の向上に重点を置く必要があるかと

考えております。このため、職員に対しましては、大きく次の３本の柱で取

り組んでおります。 

 一つは、危機管理意識の向上という観点から、日常業務の中で気づいたリ

スクやヒヤリハット事例につきまして、所属単位で共有し、話し合うことで

危機を事前に察知する能力の向上に努めております。 

 もう一つは、コンプライアンスの観点からでございます。常にコンプライ

アンスを意識して業務を遂行する組織文化、組織風土としていく、コンプラ

イアンスの日常化に今年度から取り組んでおりまして、その取組におきまし

て、講義形式の研修とは別に、服務規律やセクハラ、個人情報保護など、コ

ンプライアンスに関する題材をもとに所属単位で話し合うことで職員の気づ

きを促し、意識の向上を図る取組も行っております。 

 三つ目は、この４月以降、不適切な事務処理が何件か発生をしておること

から、職員が問題意識を持って仕事に臨むよう、実際に発生した案件の概要

を全職員に通知いたしまして情報共有を図るとともに、先ほどの研修や所属

のミーティングの題材にもこれらの案件を反映させ、具体的に検討させるな

どの対策もとっておるところでございます。 

 今後も、定期的、継続的にこのような取組を実施することにより、いま一

度職員一人ひとりの気づきを促し、不適切な事務処理の未然防止に努めてい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔19番 小野欽市議員登壇〕 

○19番（小野欽市） 今、副知事から、事前察知、コンプライアンス、あるい

は不適切な事務処理の事例の研修等、３本の柱で今後やっていくということ
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でしたが、その考え方以前に、やはり責任の明確化ということが必要ではな

いのかなと思うんです。今回、この議案で補償した後、三重県としては、

ＴＭＣでしたか、業者に応分の支払いを求めるということですが、それで果

たして済むのか。５年間の担当職員の責任はどうするんだということは、や

はり県民からも求められる解の一つだろうというふうに思います。 

 知事が就任されて２年半余りたちましたが、当初の知事に対する評価と今

県民から知事に与えられる評価、随分変わってきましたよね。これと同様に、

県庁の職員も今の知事を見る目が変わってきているはずだと思うんです。 

 ただ、現場では、やはりいろんなことを聞きますが、まだまだ職員が自分

の業務を守るがために、本来は県民であるはずの一般の業者に行政指導とい

う名前で随分余計なことを言ったり、例えば、我々議員に対して県民が要望

して、我々が行政の窓口にお願いに行くと、何でおまえのところは議会に頼

みに行ったんだと。これは現実に環境生活部であった話ですが、職員がその

業者に行政指導という強力な嫌みをする。ばかじゃないかと思いますが、そ

んなことが現場でまだあるわけです。 

 やはりそんなふうな職員の認識って、今副知事が言われた３点があろうが

なかろうが、根本的に変えていかないことにはいかんので、やはり担当の職

員がこの際明確な責任をどうやってとるかということが大事になると思いま

すが、そこら辺、副知事はどういうふうにお考えですか。 

○副知事（植田 隆） 今回の事案につきましては、一義的な責任につきまし

ては民間の事業者にあろうかと考えております。職員の処分までは考えてお

らないと伺っております。県としては、いま一度気づきについて職員の取組

を促していきたいと考えております。 

   〔19番 小野欽市議員登壇〕 

○19番（小野欽市） 気づきましたと言ったら許される文化、土壌がこの県庁

の中にあるんですよ。こんな優しい、職員同士が傷のなめ合いをする行政で、

本当に県民の生活が守れるか。これ以上は当該の委員会でまた質疑をしてい

ただこうと思いますが、知事、ぜひ体制を考え直す必要があると思います。 
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 以上で終わります。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（山本 勝） 22番 奥野英介議員。 

   〔22番 奥野英介議員登壇・拍手〕 

○22番（奥野英介） ありがとうございます。鷹山の奥野です。 

 議案第128号平成25年度三重県一般会計補正予算（第４号）、地域と共に

創る電気自動車等を活用した低炭素社会モデル事業、歳出1250万円について

質問をさせていただきます。今日は子どもさんもたくさんみえるので、わか

りやすく答弁のほうをお願いしたいと思います。低炭素なまちづくりを推進

するための電気自動車導入支援に要する経費等についての補正であり、私が

反対できないような的確な説明をお願いいたしたいと思います。 

 地域と共に創る電気自動車等を活用した低炭素社会モデル事業で、目的は

低炭素社会の実現に向けた普及啓発等を行うこととされております。経費負

担合計１億円のうち、国から5000万円、県、伊勢市で1250万円、1250万円の

2500万円、事業者が2500万円となっており、税金が7500万円使われるわけで

す。多分、後ろの子どもたちもわかると思います、この辺は。モデル事業で

あるということは、全国で幾つかの自治体、県がこの事業に参入されている

と思います。国の補助があると仮定して、県内においても電気自動車の導入

を今後も当然推進されるのだろうと思います。10台導入されれば７億5000万

円の税金、この事業について疑問を少し感じざるを得ません。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 この事業、１億円の投資、税金7500万円に対する効果は。 

 二つ目、モデル事業の意味。すなわち、この事業が環境に優しいまちづく

りの事業と認めたとき、費用対効果も含め、そのときには継続的にやってい

くのか。また、その計画は今なされているのか。 

 ３点目、単なるパフォーマンス事業ではないかと思います。ダブル鈴木さ

んのパフォーマンスにならないようにお願いしたい。国、県、市も、単発的

な発想で7500万円もの税金を使うことは、市民感情として非常になじみにく

いのではないかと思います。 
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 以上３点、将来展望も含め、十分後ろの小学生も理解できるように御答弁

をお願いしたいと思います。 

○環境生活部長（竹内 望） 電気自動車バスについての御質問をいただきま

した。 

 まず、少し国の動向なんですけれども、近年のエネルギー面での制約、あ

るいは地球温暖化への対応、それから成長戦略の必要性など、自動車産業を

めぐる環境の変化を踏まえまして、国におきましては、電気自動車などの次

世代自動車の普及拡大を図ろうということで、電気自動車の購入、あるいは

充電器の設置に対しまして支援が行われているという状況でございます。 

 こうした状況の中で、県におきましては、昨年度、平成24年度の新規の事

業といたしまして、地域と共に創る電気自動車等を活用した低炭素社会モデ

ル事業を創設し、公募により決定をいたしました伊勢市におきまして事業を実

施しているという状況でございます。昨年度は、民間事業者の方、団体、組合、

大学、それから行政等、幅広い分野のメンバーに参画をしていただきまして協

議会を設立して、本年３月に取組内容、あるいは参画者の役割、スケジュール

等を定めました行動計画、「おかげさまＡｃｔｉｏｎ！」と呼んでおるんで

すけれども、それを策定いたしたところでございます。 

 本年度は、この行動計画に基づきまして、協議会のメンバーがそれぞれ主

体的に取り組んでいただこうということで、例えば、超小型モビリティーの

導入であるとか、電気自動車を活用した観光プランの作成であるとか、ある

いは電気自動車の展示、試乗、それから、非常時における停電時の電源とし

て活用することの検討、あるいは、商業施設などへの充電設備の整備などに

取り組んでいこうということでやっておるんですけれども、伊勢市内の路線

を走行する今回の電気自動車バスの導入につきましても、この７月に協議会

のほうでその取組の一つというふうに位置づけたところでございます。 

 電気自動車バスの導入による効果なんですけれども、まずは、多くの方に

騒音、振動、においのないクリーン乗車を体験していただくことができると

いうことで、電気自動車のよさを実際に体感していただくことができるん
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じゃないかなというふうに思っております。 

 それから、低炭素社会の実現に向けました電気自動車バス、この車体への

全面ラッピング広告、あるいはバスの中での乗客の皆さんへの啓発、それか

ら、バスを様々なイベントにおいて活用して試乗していただくとか、多くの

人々の注目を集める、いわば走る広告塔として啓発効果が期待できるのでは

ないかというふうに思っています。 

 また、行動計画の「おかげさまＡｃｔｉｏｎ！」の先導的な取組にもなっ

て、今予定をしております超小型モビリティーの活用であるとか充電設備の

整備など、協議会のメンバーの皆さんの主体的な取組を促進していけるん

じゃないかなというふうな効果も期待をしておるところでございます。 

 非常時における停電につきましても、停電した場合に非常用電源として活

用も検討していきたいなというふうに思っております。 

 今回、電気自動車バスが導入されますと、東海地域では初めての導入とい

うこと、それから、大型のバスは全国でも例がないということで、全国的な

注目もいただき、啓発効果は大きいんじゃないかなというふうに考えておる

ところでございます。 

 なお、他の市町への拡大につきましては、このモデル事業の成果、あるい

は、最近電気自動車につきましては、その取り巻く環境が国あるいは業界の

動向も踏まえて大きく動いておりますので、そういった成果、そういった動

向も踏まえて検討課題だというふうに考えております。まずは、今回のモデ

ル事業の取組が円滑に進むように支援を行いながら、しっかりと普及啓発に

努めて、電気自動車等の導入の推進につなげていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

   〔22番 奥野英介議員登壇〕 

○22番（奥野英介） わかりやすく言っておるんですけれども、非常にわかり

にくい。これからバスを増やしていくということは、今の答弁だとないん

じゃないかなというように思います。だけど、私が言った、モデル事業とい
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うのは単発がモデル事業なのか、だから、それはモデル事業じゃなくてパ

フォーマンス事業と決めつけてやっていったほうがいいんじゃないかなと思

います。 

 多分、外宮、内宮の循環バスではないかなと想像できます。だけど、ほか

の県議会議員もずっと思っているんですけど、伊勢におる４人の県議会議員

が、またそんなことを言うなと言われるといかんので、多分言ってくれない

んじゃないかなと思って私は言うんですけれども、やはり伊勢の外宮、内宮

というのは非常に土日は車が動かない状態で、そこへバスを持っていっても、

あんまり意味があるのかなというような気がします。私は、環境に優しいま

ちづくりをしていくのであるならば、やはり将来的な展望を考えて、外宮、

内宮へ路面電車をやっていくとか、確かにお金はかかるんですけど、将来的

な展望を考えたら、観光とかいろんな意味で、パフォーマンス、全国初のバ

スやと言われるけれども、そうしたら、あそこへ何年かかけて路面電車をす

るために、伊勢市のほうに県や国が支援してやっていくと言われたほうがは

るかに宣伝効果というのか、観光効果もできるんじゃないかなと、そんなふ

うに思います。 

 だけれども、一応やるわけですから、やっぱりここの検証というのは、１

年なら１年後には検証をして、今後の、どういうふうに進めていくか、どう

いうふうに推進していくか、また、やめるのであれば、勇気ある撤退も早く

やるとか、いろんな面で将来的なことも少し考えていったほうがいいのでは

ないかなと思います。 

 まだ５分ありますけど、コメントがあれば、部長、お願いします。 

○環境生活部長（竹内 望） 御指摘いただきましたように、今回の伊勢市の、

これはモデル事業ということで、いろんな取組をさせていただくんですけれ

ども、その成果というか結果については、きちっと検証する中で、今後の低

炭素社会に向けた電気自動車の導入であるとか、それから、県民の方、市民

の方の行動から、意識の改革を行動につなげていただくようないろんな啓発

を目的にしていますので、その辺もしっかり結果を検証する中で、今後の展
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開については検討させていただきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

   〔22番 奥野英介議員登壇〕 

○22番（奥野英介） わかりやすい説明ではなかったと思うんですけれども、

意図というのは十分に理解できました。だけど、やはり単発的なことを考え

るんじゃなくて、本当にそれぞれの地域が、特に南のほうは産業もありませ

んから、観光というのが主体になってきますので、そういう部分で伊勢市な

り志摩市なり、鳥羽市なりと一緒に、この地域の活性化を考えるような部分

を、伊勢市の場合はさっき言ったように路面電車を考えるというか、これか

らそんなふうな支援体制というのをしていただければなと。今回は反対はし

ませんけど、じっくり見させていただきます。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（山本 勝） 34番 中嶋年規議員。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇・拍手〕 

○34番（中嶋年規） 志摩市選出の、自民みらい、中嶋年規でございます。 

 今日、議場のほうには、私の母校であります鵜方小学校の４年生の皆さん

が２回に分けて来ていただいているということでございまして、張り切って

頑張っていきたいなと思うんですけれども、この議案の質疑というのは、県

民から選んでいただいた知事が、これから県はどんな仕事をしていくんだと

いうことについて、同じく県民から選ばれた我々議会のほうへ御提案をいた

だいて、その内容が私たちにとっていいのかどうかということを確認させて

いただく場でありまして、中身が非常にそういう意味ではマニアックで専門

的でわかりづらい内容でございまして、そういう意味では、来ていただいた

児童の皆さんには、あのおっちゃん、何をしゃべっておるんやろうなと、わ

けがわからんと思いますが、同じ鵜方のおっちゃんが頑張っておったという

ことだけでも覚えておいてもらえればありがたいなというふうに思います。 

 本当に外宮から内宮へ路面電車を走らせる、内宮から志摩の鵜方までリニ

アを走らせるぐらいの夢のあるような話をしたいところであるんですが、ま
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ずは、足元の議案についての質疑をさせていただきます。 

 二つございまして、１件目が、議案第128号平成25年度三重県一般会計補

正予算（第４号）のうちの2300万円を計上しています在宅医療推進事業でご

ざいまして、一番最初のトップバッターの田中議員のほうからも御質問をさ

れましたので、全体のフレームとか今回の補正予算の考え方というのは理解

をさせていただいたところでございます。 

 その中で、在宅医療を進める中で非常に重要な役割を担う訪問看護ステー

ション、局長のほうからも、訪問看護ステーションの整備というふうなこと

も視野に入れているようなお話がありましたが、それについて改めてお伺い

をしたいというふうに思います。 

 第５次の三重県保健医療計画においても、こう書かれております。「今後、

在宅医療提供体制の整備を進めるにあたり、訪問看護ステーションの看護職

員の確保も必要」。また、訪問看護ステーションにおいては、「医療職とし

て的確な看護判断や技術が求められ、質の高いさまざまな看護を提供できる

人材の確保が必要」との課題を明記していただいております。そこで、看護

協会や県、関係機関が連携をして、「看護職員に対して、『訪問看護』とい

う働き方に関する広報活動を進めるとともに、訪問看護師の育成に向けて研

修を実施し、資質の向上を図ります。」とし、平成29年度までに24時間体制

の訪問看護ステーション従事者のうち、看護師、准看護師数を192人から249

人へ約３割増やす数値目標も設定していただいております。 

 こういう計画の中に書かれておるわけでございますが、今回のこの補正予

算において、こうした訪問看護ステーションに光を当てた事業展開というの

はどうなっているのかをお伺いしたいと思います。お願いいたします。 

○健康福祉部医療対策局長（細野 浩） 今回、在宅医療につきましては、介

護と連携した在宅医療の体制整備に取り組むということを計画の中でうたっ

ております。 

 こういう中で、御指摘いただきました訪問看護ステーションですけれども、

まさに在宅医療を支えるステーションですが、全国平均と比較しますと、や
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や少ない水準、従事者数も全国平均を下回っておるという状況です。そして、

特に緊急時にも対応できるようにという、24時間体制をとっている訪問看護

ステーションの従事者数が全国平均を大きく下回っておるという状況でして、

24時間対応の事業者、従事者の確保、育成を図る必要があるというふうに考

えております。 

 今回の計画の中では、訪問看護ステーションの運営基盤を強化するため、

訪問看護ステーションの管理者に対して、人材の確保の方策とか、施設運営、

人事管理に関する能力の向上を目指した研修を実施するとともに、複数の訪

問看護ステーションが連携して患者を支援できる体制を構築するために、訪

問看護ステーションの管理者同士の検討の場というようなものも設置します。

また、訪問看護師の資質の向上を図るために、訪問看護師への研修も実施し

ていくという考え方です。 

 これらの事業につきましては、今後、関係機関と調整をしまして補正予算

に計上していくということとしておりまして、いずれにしましても、訪問看

護ステーションの機能強化、連携推進を含めて、介護と連携した在宅医療体

制の整備に県としてもしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） そうしますと、確認ですが、今回の2300万円の補正予算

の中には、今おっしゃっていただいたような様々な研修であるとか、啓発的

なこととか、それはまだ入っていないということでよろしいんでしょうか、

確認です。 

○健康福祉部医療対策局長（細野 浩） 今回の2300万円につきましては、さ

きに申し上げました、市町への支援の部分を今回の補正予算に計上しており

まして、この訪問看護ステーション、支援の事業につきましては、今後調整

ということで、熟度が整い次第、補正予算に計上していくという考え方でご

ざいます。 
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 以上です。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 訪問看護だけでなく在宅医療そのものが、市町が主にな

り、また地元の医師会が主になりというところで、どうも県の姿というのが

見えづらいんじゃないかなというのを前々からちょっと感じておりまして、

県がどうかかわっていくのか、県としてこの在宅医療をどう進めていくのか、

訪問看護ステーションにとどまらず、在宅医療そのものに対してどう進めて

いこうというふうにお考えになられるのか。特に、今日の新聞でも出ていた

と思いますが、在宅介護のほうですけれども、それをもう少し対象者を絞っ

ていこうという、これは一つ財政論からいくと、その方向もあるのかもしれ

ないですが、利用者の立場に立った議論というのがなかなかなされていない。 

 そういう中で、在宅医療について、今回、そういう利用者の立場、いわゆ

る患者の立場から、県としてどう進めていこうかという考え方、基本的な考

え方で結構ですので、今日まだ一度も答弁のない知事にぜひお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○知事（鈴木英敬） 在宅医療についての県の役割の基本的な考え方でありま

すが、都道府県が二次医療圏で医療を提供していくというのが基本でありな

がらも、在宅医療については、日常生活圏の市町村を主体にというのが国全

体を含めての考え方ですので、市町に中心になってやっていただく、それを

県は積極的に支援していこうということで、今日ずっといろんな答弁があっ

たと思うんですが、県の役割として私どもが認識しているのは大きく言うと

三つあって、一つは体制づくり、一つは人づくり、一つは意識づくり。 

 こういう三つのカテゴリーに分けていまして、体制づくりは、先ほどの訪

問看護ステーションの運営基盤の強化とか、あとは市町ごとの体制づくりの

助成とかなんですけれども、人づくりというところでいけば、地域の在宅医

療の核となるリーダーの研修、こういうのもやります。あとは、県内の先進

的な取組、県外の、今回台風で流れちゃいましたけれども、千葉県の柏モデ

ルというのが非常に有名なんですけれども、その柏モデル、こういうのをみ
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んなに知っていただくというようなことで、人づくりをしていこうというと

ころ、あとは、意識づくりということでは、医師の皆さんにやっぱり在宅医

療の必要性を理解していただくのと、まさに先ほど議員御指摘のように、県

民の皆さんにもこういう在宅医療の重要性、こういうのを利用していただく

必要性とかの普及啓発、こういうことをやっていきたいと思っていますので、

体制づくり、人づくり、意識づくりということで考えております。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） ありがとうございました。詳しくは、また12月議会で私

は一般質問の機会をいただけるかもしれませんので、そのときにより深く

突っ込んでいきたいと思いますが、ぜひとも、財政論だけにとどまらず、利

用者の立場、患者の立場からの在宅医療を県としてどう進めていくのか、

様々な主体とどううまくコラボレーション、協働していくのかというところ

をしっかりと進めていただきたいと思います。 

 今回の質問の訪問看護ステーションですが、大台町以南のステーションは

非常に経営が苦しゅうございますし、鳥羽市には訪問看護ステーションがご

ざいませんので、しっかりとした取組をぜひお願いしたいというふうに思い

ます。今後、また補正予算等での対応も期待をしておりますので、お願いし

たいと思います。 

 それでは、二つ目の質疑ですが、議案第132号三重県指定障害児通所支援

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正す

る条例案という長い議案についてお聞かせいただきたいと思います。 

 今回のこの条例改正の趣旨ですけれども、18歳未満の障がいを持つ子ども

が日常生活における基本的な動作の指導とか自立に向けた訓練を受けたり、

集団生活への適応訓練をしたり、創作的な活動をするといった児童発達支援

や放課後等デイサービスを自宅からの通いで受けることのできる場所を増や

そうというものというふうに理解しております。具体的には、これまでこう

した通所サービスを受けることができるのは、大きく３類型ありまして、児

童福祉法に基づく未就学児を対象にした指定児童発達支援事業所、就学児に
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ついては指定放課後等デイサービス事業所、これが一つですね。もう一つが、

障害者総合支援法に基づく生活介護事業所で市町が指定するところ。あと、

三つ目が、介護保険法に基づく通所介護事業所、いわゆるデイサービスセン

ターで市町が指定するところということでございますが、今回の条例案は、

構造改革特区の全国展開の一環で、介護保険法に基づく小規模多機能型居宅

介護事業所で市町が指定するところを加えるものというふうな内容でござい

ます。 

 注意欠陥とか多動性障がいなど発達障がいの子どもが増える中、こうした

デイサービスのニーズが非常に高いというふうに思われるんですが、この施

設の指定要件というのは、従来の３施設と大体ほぼ同じような内容だという

ふうなことを議案聴取会で確認させていただきました。 

 そこで、お伺いしますが、市町が指定する小規模多機能型居宅介護事業所

というのは、いわゆる地域密着型サービスということで、規模なんかも比較

的小さいなということが想定されるわけですが、こうした施設を今回新たに

障がい児デイサービス提供の施設として指定するに当たって、従来の施設と

同じ要件というと、ハードルが高くないかなという心配をしておるんですが、

それは市町の実態と合っているんでしょうかということの確認が１点でござ

います。 

 もう１点は、じゃ、今回の改正でどれぐらいの施設が今対象になっていて、

具体的にどれぐらい小規模多機能型のところが手を挙げていただける見込み

なのか、わかっていれば答弁をお願いしたいと思います。 

○健康福祉部長（北岡寛之） まず、今回の条例の改正によりまして、対象と

なる指定小規模多機能型居宅介護事業所の数でございますけれども、これは、

介護が必要となった高齢者を対象に、デイサービス、訪問介護、ショートス

テイなど三つのサービスを組み合わせて提供する事業所でございますが、県

内に54カ所ございます。 

 それで、事業所を指定する際の要件でございますけれども、今回の制度改

正は、既にある地域資源の有効活用を図ることによって、障がい児が利用す
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るサービス提供事業所を拡大しようとするものですので、この趣旨を考えま

して、できるだけ事業所の負担とならないように、例えば人員を増やすとか

施設整備を求めるとか、そういったことは要件とせずに、障がい児に適切な

サービスを提供するために必要となる障がい児入所施設等からの技術的なア

ドバイスを受けることなどを要件として考えております。 

 それで、事業所の指定に向けた取組でございます。そういったことを要件

にしておりまして、今後、市町がいろいろ、事業所の指定につきましては、

地域において障がい児が児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するこ

とが困難な場合に、市町が必要性を判断して行うということになりまして、

現在のところ、この54カ所のうち幾つが指定されるかということについては、

まだ今後の対応ということになります。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） ありがとうございました。ニーズの高い事業になろうか

と思いますので、できるだけ多くのところが指定をされますように御努力い

ただきますことを御期待申し上げます。 

 以上で私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

（拍手） 

○議長（山本 勝） 以上で、議案第128号から議案第140号まで並びに認定第

１号から認定第４号までに関する質疑を終了いたします。 

 

議 案 付 託 
○議長（山本 勝） お諮りいたします。ただいま議題となっております議案

第128号から議案第140号まで並びに認定第１号から認定第４号までは、お手

元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたした

いと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 勝） 御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ所管の

常任委員会に付託することに決定いたしました。 
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議 案 付 託 表 

 総務地域連携常任委員会 

議案番号 件          名 

１３７ 財産の取得について 

 

 環境生活農林水産常任委員会 

議案番号 件          名 

１３０ 
地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入
れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定め
る条例案 

 

 健康福祉病院常任委員会 

議案番号 件          名 

１３２ 
三重県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運
営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案 

１３９ 損害賠償の額の決定について 

 

 防災県土整備企業常任委員会 

議案番号 件          名 

１３３ 三重県営住宅条例の一部を改正する条例案 

１３４ 
工事請負契約について（一般国道４７７号四日市湯の山
道路道路改良（吉沢高架橋（仮称）上部工）工事） 

１３５ 
工事請負契約について（一級河川木津川河川改修（松之
本井堰下部工）工事） 

１３６ 
工事請負契約について（中勢沿岸流域下水道（志登茂川
処理区）志登茂川幹線（第１工区）管渠工事） 

１３８ 県道の路線廃止について 
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 予算決算常任委員会 

議案番号 件          名 

１２８ 平成２５年度三重県一般会計補正予算（第４号） 

１２９ 平成２５年度三重県病院事業会計補正予算（第２号） 

１３１ 
三重県河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例
案 

１４０ 
平成２４年度三重県工業用水道事業会計未処分利益剰余
金の処分について 

 

認定番号 件          名 

１ 平成２４年度三重県水道事業決算 

２ 平成２４年度三重県工業用水道事業決算 

３ 平成２４年度三重県電気事業決算 

４ 平成２４年度三重県病院事業決算 

                                    

○議長（山本 勝） これをもって、本日の日程は終了いたしました。 

 

休          会 

○議長（山本 勝） お諮りいたします。明20日から23日までは休会といたし

たいと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 勝） 御異議なしと認め、明20日から23日までは休会とするこ

とに決定いたしました。 

 ９月24日は定刻より、県政に対する質問を行います。 
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散          会 

○議長（山本 勝） 本日はこれをもって散会いたします。 

午前10時58分散会 


